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大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱等の一部を

改正する要綱 

（大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱（平成２９年

大和市告示第３４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「介護予防訪問型サービス、訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）及び

介護予防通所型サービス」を「訪問型従前相当サービス、訪問型サービス・活動Ａ及び通所型従

前相当サービス」に改める。 

第２条中「平成２７年厚生労働省告示第１９６号」を「令和６年厚生労働省告示第１６８号」

に改める。 

（大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の人員、設備、運営等に関する基準を定

める要綱の一部改正） 

第２条 大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の人員、設備、運営等に関する基準

を定める要綱（平成２９年大和市告示第７３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「介護予防訪問型サービス、訪問型サービスＡ及び介護予防通所型サービス」を「訪

問型従前相当サービス、訪問型サービス・活動Ａ及び通所型従前相当サービス」に改める。 

第４条を第５条とする。 

第３条（見出しを含む。）中「介護予防通所型サービス」を「通所型従前相当サービス」に改

め、同条を第４条とする。 

第２条（見出しを含む。）中「介護予防訪問型サービス」を「訪問型従前相当サービス」に、

「訪問型サービスＡ」を「訪問型サービス・活動Ａ」に改め、同条を第３条とする。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、実施規則において使用する用語の例による。 

（大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等



を定める要綱の一部改正） 

第３条 大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基

準等を定める要綱（平成２９年大和市告示第７４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「平成２７年厚生労働省告示第１９６号」を「令和６年厚生労働省告示第１６８号」

に、「及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成２７年６月５日老発

０６０５第５号厚生労働省老健局長通知）」を「、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラ

インについて（平成２７年６月５日老発０６０５第５号厚生労働省老健局長通知）及び実施規

則」に改める。 

 第３条第１項中「介護予防訪問型サービス、訪問型サービスＡ及び介護予防通所型サービス」

を「訪問型従前相当サービス、訪問型サービス・活動Ａ及び通所型従前相当サービス」に改める。 

 別記中「介護予防訪問型サービス費」を「訪問型従前相当サービス費」に、「訪問型サービス

Ａ費」を「訪問型サービス・活動Ａ費」に、「介護予防通所型サービス費」を「通所型従前相当

サービス費」に改める。 

（大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱の一部改正） 

第４条 大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱（平成２９年大和

市告示第７５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成２７年厚生労働省告示第１９６号」を「令和６年厚生労働省告示第１６８号」

に改める。 

第３７条第１項第１２号及び第１３号中「介護予防訪問型サービス」を「訪問型従前相当サー

ビス」に改める。 

（大和市訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）事業実施要綱の一部改正） 

第５条 大和市訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）事業実施要綱（平成２９年大和市告示

第７６号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市訪問型サービス・活動Ｃ事業実施要綱 

第１条中「訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）」を「訪問型サービス・活動Ｃ」に

改める。 

第３条から第６条まで、第７条第１項、第９条、第１０条、第１１条第２項、第１２条第１

項、第１３条第１項、第１４条第１項及び第１５条第１項中「訪問型サービスＣ」を「訪問型サ

ービス・活動Ｃ」に改める。 

（大和市通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）事業実施要綱の一部改正） 



第６条 大和市通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）事業実施要綱（平成２９年大和市告示

第７７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市通所型サービス・活動Ｃ事業実施要綱 

 第１条中「通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）」を「通所型サービス・活動Ｃ」に改

める。 

第３条、第４条第１項、第５条から第７条まで、第１０条、第１１条第１項、第１２条第１項、

第１５条第１項及び第２項、第１６条第１項及び第２項、第１７条第１項、第１８条、第１９条

第１項及び第２項、第２０条第１項及び第３項、第２１条第２項、第２３条第１項及び第３項、

第２４条第１項、第３項及び第４項、第２５条第１項及び第３項並びに第２６条第１項中「通所

型サービスＣ」を「通所型サービス・活動Ｃ」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に行ったサービスに要する費用の額の算定については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、現に第１条から第６条までの規定による改正前のそれぞれの要綱の規定

によりなされている申請、指定その他の行為は、第１条から第６条までの規定による改正後のそ

れぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 


